
◆隣人と仲良くしお互いの人権を尊重します
◆歴史と伝統を重んじ郷土の発展につくします
◆健康で良識のある市民になるよう努めます
◆家庭を愛し働く喜びをもって平和な社会をつくります
◆きまりを守りよりよいまちを次の世代に渡します

市民憲章　（昭和52年10月28日制定） 今月の表紙
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「カメラを手にジャンプ！」 
　今月号の特集にあわせて、表紙に使用する写真の企画・撮影を
生野高校写真部の皆さんにお願いしました。
　すごく手の込んだ撮影をしていただき、渾身の1枚となりました
（撮影の様子は５ページをご覧ください）。
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投票受付中！ 松原市マスコットキャラクター

まつばらの「ええとこ」
いっぱい投稿してやぁ～！
　
　

　Instagramなどで
　
　

投票は、ゆるキャラ R グランプリ公式ページ
http://www.yurugp.jp/ にアクセスし、ID 登録が必要となります。

まつばらええやん#
　
　

まつばら市民まつり第43回
フォト・
グラフィティ


